
議会第１回議案第２号  

 

 

教育長の任命について 

 

 次の者を今治市教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31

年法律第162号）第４条第１項の規定により同意を求める。 

 

  令和８年２月20日提出 

 

今治市長  徳 永 繁 樹  

 

 

記 

 

 

                               小 澤 和 樹 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「理 由」 

   小澤和樹教育長の任期が令和８年２月28日で満了するので、上記の者を任命しようとする

もの。 



「参 照」 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜すい） 

 

 （任命） 

第４条 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に

関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 

 （任期） 

第５条 教育長の任期は３年とし、委員の任期は４年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の

任期は、前任者の残任期間とする。  

 


